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厚生労働省 健康・生活衛生局

食品監視安全課 食品健康被害情報管理室

（１）機能性表示食品等の健康被害情報について

第７回機能性表示食品等の健康被害情報へ
の対応に関する小委員会（第２小委員会） 資料２

令和７年５月26日



都道府県等から厚生労働省に健康被害情報を報告

事務局が各委員に事前評価を依頼

各委員による事前評価

①以外の事例（「関連性がおそらく無い」、
「情報不足のため関連性の判断ができない」等）

各委員で最終的な評価を確認

※1 上記にかかわらず、機能性表示食品等に係る健康被害情報の情報提供義務化（令和６年９月1日施行）の報告要件を満たす製品は、小委員会の場で議論。
※2 小委員会で食品衛生法上の措置が必要と判断された食品については、食品衛生監視部会等においてさらに議論・検討。

小委員会の場で議論（※2）

①1人でも「関連性が疑われる」と評価した事例（※1）

評価結果に従った対応を実施（情報収集等）

42製品
・機能性表示食品 13製品
・特定保健用食品 0製品
・上記以外のいわゆる健康食品 29製品

機能性表示食品等の健康被害の情報提供に係る検討の流れ

28製品14製品

・機能性表示食品 ６製品
・特定保健用食品 ０製品
・上記以外のいわゆる健康食品 ８製品

・機能性表示食品 ７製品
・特定保健用食品 ０製品
・上記以外のいわゆる健康食品 21製品
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